
開庁時間以外の時間官署の開庁時間

別添１ 時間外執務要請届

ＯＳＡ

ＯＳＤ

開始 終了

ＯＳＥ

ＯＳＡ
開始 終了

終了

税関様式C第8000号

開庁時間の事務の
執行を求める届出書

ＯＳＤ

開始 終了

復旧

開庁時間外における
システム申告手続可能時間

税関様式C第8000号

開庁時間の事務の
執行を求める届出書

開庁時間外における
システム申告手続可能時間

開庁時間外における
システム申告手続可能時間

開庁時間外における書面による
申告手続可能時間

開庁時間外における書面による
申告手続可能時間

開庁時間外における書面による
申告手続可能時間

終了

税関様式C第8000号

開庁時間の事務の
執行を求める届出書 開庁時間外における書面による

申告手続可能時間

障害
発生



別添１ 時間外執務要請届

ＯＳＡ

ＯＳＤ

税関様式C第8000号

開庁時間の事務の
執行を求める届出書

障害１

（１）ＮＡＣＣＳにより申請した場合 （２）税関様式により申請した場合

ＯＳE

【障害１の対応】
終了時間以降も時間外執務
要請が必要な場合は、書面に
より行う。

終了

障害２
【障害２の対応】
終了時間以降も時間外執務
要請が必要な場合は、書面に
より行う。

終了

障害３

障害４

【障害３の対応】
書面により行う。

【障害４の対応】
終了時間以降も時間外執務
要請が必要な場合は、書面に
より行う。



別添２ 汎用申請

ＨＹＳ

ＣＨＹ ＣＨＺ ＲＰＣ

ＨＩＨ

ＨＩＧ

障害１

障害２

復旧待ち

【障害１の対応】
書面により行う。
税関への提出は、ＦＡＸによる方法も認める。

【障害２の対応】
①汎用申請受理番号を申し出た上で、税関で取り出してい
ない場合のみ当該申請控情報を印刷の上、書面を持参又
はＦＡＸ等の方法により提出する。（税関が書面を既に出力
済みの場合は、何も提出を要しない。）
②税関は、提出され又は取り出した書面について審査し、許
可等をする場合は、書面に許可印等を押印の上、申請者へ
窓口にて交付し、不許可等の場合は申請者にその旨連絡
する。
なお、事前教示の回答については文書にて行う。

③システム復旧後、税関において撤回の処理を行う。

復旧待ち 【障害３の対応】
①添付ファイルを出力の上、書面により税関手
続を行う。手数料納付は印紙で行う。
②システム復旧後、税関において撤回の処理
を行う。

復旧待ち

【障害４の対応】
手数料納付通知番号が未通知又は通知済みで手数料未納
付の場合
①申請時の添付ファイルを出力の上、書面により税関手続
を行う。手数料納付は印紙で行う。
②申請については、システム復旧後、税関において撤回す
る。
手数料が納付済の場合
申請時の添付ファイルを出力の上、書面により税関手続を
行う。手数料については、手数料を銀行ＡＴＭ等で納付した
際に出力された納付明細書等を税関へ提出し確認を受ける。

復旧待ち

障害３

障害４



別添３-１ 海上貨物に係る見本持出許可申請

ＭＨＡ

障害１

ＭＨＥ

復旧待ち

ＭＨＯ

障害２

障害３

復旧待ち

（申告前）

【障害１の対応】
書面（税関様式Ｃ第３０６０号）で行う。

【障害２の対応】
①申告控が出力されていない場合は、書面（税関様式Ｃ第
３０６０号）で行う。
②申告控が出力されている場合は、申告控を２部印刷し、
税関へ提出する。
③申告控（許可用）に許可印が押印され、交付される。
④システム復旧後、MHC業務により、申告撤回を行う。

【障害３の対応】
①許可通知情報が出力されていない場合は、書面（税関様
式Ｃ第３０６０号）で行う。
②システム復旧後、許可通知情報が出力された場合は、税
関へ提出する。
③税関において、許可取消し（MHC業務）が行われる。

審査区分

（簡易）

（書類）

復旧待ち

ＭＨＣ

書面に切替

書面に切替



別添３-２ 航空貨物に係る見本持出許可申請

ＭＭＡ

障害１

ＭＭＥ

復旧待ち

【障害３の対応】
①許可通知情報が出力されていない場合は、書面（税関様
式Ｃ第３０６０号）で行う。
②システム復旧後、許可通知情報が出力された場合は、税
関へ提出する。
③税関において、許可取消し（MMC業務）が行われる。

ＭＭＯ

障害２

復旧待ち

障害３

復旧待ち

（申告前）

【障害１の対応】
書面（税関様式Ｃ第３０６０号）で行う。

【障害２の対応】
①申告控が出力されていない場合は、書面（税関様式Ｃ第
３０６０号）で行う。
②申告控が出力されている場合は、申告控を２部印刷し、
税関へ提出する。
③申告控（許可用）に許可印が押印され、交付される。
④システム復旧後、MMC業務により、申告撤回を行う。

審査区分

（簡易）

（書類）

ＭＭＣ

書面に切替

書面に切替



別添４-１ 海上貨物に係る貨物取扱許可申請

ＣＨＤ

障害１

ＣＨＥ

復旧待ち

ＣＨＩ

障害２

復旧待ち

障害３

復旧待ち

（申告前）

【障害１の対応】
書面（税関様式Ｃ第３１１０号）で行う。

【障害２の対応】
①申告控が出力されていない場合は、書面（税関様式Ｃ
第３１１０号）で行う。
②申告控が出力されている場合は、申告控を２部印刷し、
税関へ提出する。
③申告控（許可用）に許可印が押印され、交付される。
④システム復旧後、SHC業務により、申告撤回を行う。

【障害３の対応】
①許可通知情報が出力されていない場合は、書面（税関
様式Ｃ第３１１０号）で行う。
②システム復旧後、許可通知情報が出力された場合は、
税関へ提出する。
③税関において、許可取消し（SHC業務）が行われる。

審査区分

（簡易）

（書類）

ＳＨＣ

書面に切替

書面に切替



別添４-２ 航空貨物に係る貨物取扱許可申請

ＡＨＤ

障害１

ＡＨＥ

復旧待ち

ＡＨＩ

障害２

復旧待ち

障害３

復旧待ち

（申告前）

【障害１の対応】
書面（税関様式Ｃ第３１１０号）で行う。

【障害２の対応】
①申告控が出力されていない場合は、書面（税関様式Ｃ第
３１１０号）で行う。
②申告控が出力されている場合は、申告控を２部印刷し、
税関へ提出する。
③申告控（許可用）に許可印が押印され、交付される。
④システム復旧後、AHH業務により、申告撤回を行う。

【障害３の対応】
①許可通知情報が出力されていない場合は、書面（税関様式
Ｃ第３１１０号）で行う。
②システム復旧後、許可通知情報が出力された場合は、税関
へ提出する。
③税関において、許可取消し（AHH業務）が行われる。

審査区分

（簡易）

（書類）

ＡＨＨ

書面に切替

書面に切替



復旧後システム障害発生中障害発生前

別添５-１ 海上貨物に係る他所蔵置許可申請

ＴＹＣ

ＣＥＹ

開始 終了

開始

ＴＹＣ ＣＥＹ

開始 終了

ＣＥＹ

他所蔵置許可申請
（控え）

開始

税関様式Ｃ第3000号

他所蔵置許可延長申請

開始

ＰＳＨ
他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

ＰＳＨ

他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

終了



別添５-２ 航空貨物に係る他所蔵置許可申請

復旧後システム障害発生中障害発生前

ＴＺＣ

ＣＥＺ

開始 終了

開始

ＴＺＣ ＣＥＺ

開始 終了

ＣＥＺ

他所蔵置許可申請
（控え）

開始

税関様式Ｃ第3000号

他所蔵置許可延長申請

開始

他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
書面による通関手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

他所蔵置許可期間内における
システム申告手続可能時間

終了

ＰＣＨ
ＰＡＨ

ＰＣＨ
ＰＡＨ



本船・ふ中扱い

復旧後システム障害発生中障害発生前

ＨＦＣ

ＨＦＣ ＨＦＸ

ＨＦＸ

本船・ふ中扱い申請
（控）

書面による通関手続可能 システム通関手続可能

システム通関手続可能

ＰＡＩ
ＰＡＥ

税関様式Ｃ第5250号

本船・ふ中扱い・搬入前
申告扱い承認申請書

書面による通関手続可能 システム通関手続可能

注 システム障害発生中に、書面により本船・ふ中扱いが承認された貨物について、シ
ステム復旧後において、輸出入申告手続を行う場合は、書面により本船・ふ中扱い承
認されたものとして、申告する必要がある。



別添７ 輸入申告

ＩＤＡ

障害１

ＩＤＣ
復旧待ち

「スペース」

予備申告

障害２

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害１の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③入力控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

「Ｔ」「Ｚ」「Ｕ」「Ｓ」「Ｊ」

開庁・搬
入時申告

「Ｉ」「Ｋ」

ＣＥＡ
復旧待ち

３ページ（搬入時・開庁時申告）へ

４ページ（予備申告）へ

２ページ（輸入申告変更）へ

1



別添７ 輸入申告（続き：申告変更）

ＣＥＡ

ＩＤＡ０１

ＩＤＥ

障害３

復旧待ち

障害４

復旧待ち

【障害３及び４の対応】
①障害３の場合は変更入力控を、障害４の場合は変更控を必要部数印刷し、
通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸入者印）を押印の上、税関へ
提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③障害３の場合は変更入力控に、障害４の場合は変更控に許可印又は承認
印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

訂正要否

要訂正

訂正不要

2



別添７ 輸入申告（続き：開庁時・搬入時申告）

障害６

復旧待ち

ＣＥＡ

開庁時・搬入時申告

障害５

復旧待ち

【障害６の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸入者印）を押
印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害５の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸入者印）を
押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

※ 輸入申告変更については、２ページを参照のこと。

（申告自動起動）

【復旧待ちにおける留意事項：（「Ｋ」のみ）】
システム障害発生中に開庁時申告が起動する時刻が経過してしまった場合は、システム復
旧後も自動起動しないことから、輸入申告業務（業務コード：ＩＤＣ）の申告条件「スペース」に
より、通常の申告を行う必要がある。

留意事項

3



別添７ 輸入申告（続き：予備申告）

ＩＤＣ（H）

「Ｔ」

障害８

復旧待ち

本申告
自動

「Ｚ」「Ｕ」「Ｓ」「Ｊ」

ＣＥＡ

予備申告

障害９

復旧待ち

障害７

復旧待ち

【障害８及び９の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害７の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

※ 輸入申告変更については、２ページを参照のこと。

（本申告自動起動）

4



別添７ 輸入申告（続き：収納関係）

審査終了

即納

直納、MPN、口座

障害１

【障害２の対応】
A. 「障害１の対応」により、マニュアル
による許可または承認を行う。
B. 据置担保について、システムによる
残高照会は行えないものの、納税額を
超える残高が明らかにある場合には、
その旨を示す書類を税関に提出するこ
と等により、輸入許可前貨物引取が承
認されたものとして、貨物を引取ること
が可能となる

（納付前）

【障害１の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸入
者印）を押印し、税関へ提出する。
②納付書による納付を行う（納付書が出力されていない場合はマニュアル納付書
を作成）
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
④後続の処理は、すべてマニュアルとなる。

（なお、NACCS専用口座内納税用資金について、システムによる残高照会は行え
ないものの、納税額を超える残高が明らかにある場合には、その旨を示す書類を
税関に提出すること等により、輸入許可前貨物引取が承認されたものとして、貨
物を引取ることが可能となる）

据置担保の提供
が

ある場合

口座残高不足により積み増しを行った場合は、システム復旧まで待機する

障害２

担保不足の場合：【障害１の対応】に基づ
き処理するか、個別担保を新たに税関に
提供する 5



（参考）税関システム障害時の場合

税関システムが障害時には、貨物情報に事故確認
の旨又は保留解除の旨が登録されていないため、シ
ステムにより輸入申告等を行えないことがあります。
また、輸入申告が行えた場合も、システムの復旧ま

での間、審査終了業務が行えません。
このため、輸入許可の必要がある場合は、税関に相

談の上、マニュアル申告等により対処願います。

6



別添８ 特例申告

障害１

復旧待ち
ＩＤＡ０１

ＩＤＥ

【障害１の対応】
①書面により特例申告を行う。
②後続の処理は、納付も含め全てマニュアルとなる。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①変更入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社
申告の場合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②後続の処理は、納付も含め全てマニュアルとなる。

（引取申告許可後）

（納付前）

直納＆MPN

（納付）

ＲＣＣ

※口座残高不足又は担保不足の場合は、
エラーとなる。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。



別添９ 輸入マニフェスト申告

ＭＩＣ

「スペース」「Ｋ」

予備申告

ＣＥＡ

「Ｚ」「Ｕ」「Ｓ」

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場
合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。
※二重許可に注意。

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場
合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。
※二重許可に注意。

（本申告自動起動）

【復旧待ちにおける留意事項：（「Ｋ」のみ）】
システム障害発生中に開庁時申告が起動する時刻が経過してしまった場
合は、システム復旧後も自動起動しないことから、輸入マニフェスト通関申
告業務（業務コード：ＭＩＣ）の申告条件「スペース」により、通常の申告を行
う必要がある。

留意事項



別添１０ 沖縄特免制度

ＯＴＡ

ＯＴＣ

ＣＥＡ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場
合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③入力控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場
合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印され、交付される。

処理区分識別「Ｃ」を除く。

担保不足の場合・BP申請事由に「９X」を使用した場合
のみ許可待ちの状態が発生する。



別添１１ 輸出申告、特定輸出申告又は展示等積戻し申告

ＥＤＡ

障害１

ＥＤＣ
復旧待ち

障害２ 【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害１の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸
出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②入力控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

「Ｘ」又は「スペース」

開庁・搬
入時申告

「Ｉ」「Ｋ」又は「Ｙ」

ＣＥＥ
復旧待ち

３ページ（搬入時・開庁時申告）へ

２ページ（輸出申告変更）へ

1



別添１１ 輸出申告、特定輸出申告又は展示等積戻し申告
（続き：申告変更）

ＣＥＥ

ＥＤＡ０１

ＥＤＥ

障害３

復旧待ち

障害４

復旧待ち

【障害３及び４の対応】
①障害３の場合は申告変更入力控、障害４の場合は申告変更控を必要部数印
刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印の上、税
関へ提出する。
②障害３の場合は申告変更入力控（許可書用）、障害４の場合は申告変更控
（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

訂正要否

要訂正

訂正不要

2



別添１１ 輸出申告、特定輸出申告又は展示等積戻し申告
（続き：開庁時・搬入時申告）

障害６

復旧待ち

ＣＥＥ

開庁時・搬入時申告

障害５

復旧待ち

【障害６の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印
の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害５の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印
の上、税関へ提出する。
②入力控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

※ 輸出申告変更については、２ページを参照のこと。

（申告自動起動）

【復旧待ちにおける留意事項：（「K」又は「Y」）】
システム障害発生中に開庁時申告が起動する時刻が経過してしまった場合は、システム復旧
後も自動起動しないことから、輸出申告業務（業務コード：EDC）の申告条件「スペース」（搬入
後申告）又は「Ｘ」（搬入前申告）により、申告する必要がある。

留意事項

3



別添１１ 輸出申告、特定輸出申告又は展示等積戻し申告
（続き：許可後変更）

障害７

復旧待ち
ＥＡＡ

ＥＡＣ

ＣＥＥ

障害８

復旧待ち

障害９

復旧待ち

ＣＥＥ

障害10

復旧待ち

【障害７の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、申告控を必要部数印刷し、

通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害８及び９の対応】
①障害８の場合は変更申請入力控を、障害９の場合は変更申請控を必要部数印刷し、通

関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②障害８の場合は変更申請入力控（承認用）に、障害９の場合は変更申請控（承認用）に

承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害10の対応】
①変更通知書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、変更申請控を必要部数

印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出
する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

4



別添１１ 特定委託輸出及び特定製造貨物輸出申告

法的にシステムで行うことに限定されているため、
システムの復旧を待つことしか対応方法なし。

5



（参考）税関システム障害時の場合

税関システムが障害時には、貨物情報に事故確
認の旨又は保留解除の旨が登録されていないため、
システムにより輸出申告等を実施できないことがあ
ります。
また、輸出申告が行えた場合も、システムの復旧

までの間、審査終了業務が実施できません。
このため、輸出許可の必要がある場合は、税関に

相談の上、マニュアル申告等により対処願います。

6



別添１２ 輸出別送品申告

ＵＥＡ

障害１

ＵＥＣ

障害２

復旧待ち

障害３

復旧待ち

復旧待ち

障害４

復旧待ち

ＵＥＡ０１

ＵＥＥ

ＵＣＥ

【障害１の対応】
①入力控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場

合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②入力控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場

合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害３及び４の対応】
①障害３の場合は申告変更入力控、障害４の場合は申告変更控を必要

部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を
押印の上、税関へ提出する。
②障害３の場合は申告変更入力控（許可書用）、障害４の場合は申告変

更控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。



別添１２ 輸出別送品申告（続き）

障害５

復旧待ち
ＵＡＡ

ＵＡＣ

ＵＣＥ

障害６

復旧待ち

障害７

復旧待ち

ＵＣＥ

障害８

復旧待ち

【障害５の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、申告控を必要部数

印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印の上、税
関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害６及び７の対応】
①障害６の場合は変更申請入力控、障害７の場合は変更申請控を必要部数印刷

し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印し、税関へ提出
する。
②障害６の場合は変更申請入力控（承認用）、障害７の場合は変更申請控（承認

用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害８の対応】
①変更通知書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、変更申請控を

必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を押印
の上、税関へ提出する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。



別添１３ 輸出マニフェスト申告

ＭＥＣ

ＣＥＥ

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は
輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は
輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【復旧待ちにおける留意事項：（「K」「Y」）】
システム障害発生中に開庁時申告が起動する時刻が経過してしまった場合
は、システム復旧後も自動起動しないことから、輸出マニフェスト通関申告業
務（業務コード：MEC）の申告条件「スペース」（搬入後申告）又は「Ｘ」（搬入前
申告）により、申告する必要がある。

留意事項

1



別添１３ 輸出マニフェスト申告（続き：許可後変更）

障害３

復旧待ち
ＭＡＦ

障害４

復旧待ち

ＣＥＥ

ＣＥＥ
【障害３の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、申告控を必
要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者印）を
押印の上、税関へ提出する。
②申告控（許可書用）に許可印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

【障害４の対応】
①変更申請控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の

場合は輸出者印）を押印の上、税関へ提出する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

障害５

【障害５の対応】
①許可書が未出力の場合で、後続業務に影響がある場合は、変更申請控
を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印（自社申告の場合は輸出者
印）を押印の上、税関へ提出する。
②変更申請控（承認用）に承認印が押印され、交付される。
③後続の処理は、全てマニュアルとなる。

復旧待ち

2



積荷目録と卸コンテナリスト

税関システム障害の場合は、通常通りＮＡＣＣＳ登録を行って差し支えない。ただし、必要に応じて、書面によりマニ
フェスト提出を求めることがある。
また、税関において、貨物移動差止（解除）、事故確認及び訂正保留解除の登録が実施できない場合は、後続の手

続について、必要に応じて書面により行うこととなる。

障害発生前 障害発生 復旧後 備考

ＭＦＲ
マニュアル
マニフェスト提出

（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）→ＤＭＦ→（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ
(DCL02自動起動を含む。））→ＰＫＩ(DCL02の併
せを含む。）→ＣＭＦ０３

税関に事前連絡することにより、ＤＭＦの事後
登録を認める。

ＭＦＲ→（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）
マニュアル
マニフェスト提出

ＤＭＦ→（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ(DCL02自動起動を含
む。））→ＰＫＩ(DCL02の併せを含む。）→ＣＭＦ０
３

税関に事前連絡することにより、ＤＭＦの事後
登録を認める。

ＭＦＲ→（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）→Ｄ
ＭＦ

マニュアル
マニフェスト訂正

（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ(DCL02自動起動を含む。））→
ＰＫＩ(DCL02の併せを含む。）→ＣＭＦ０３

税関に事前連絡することにより、ＣＭＦ０２の
事後登録を認める。

ＭＦＲ→ＣＭＦ０１→ＭＦＡ→Ｄ
ＭＦ→ＣＭＦ０２→（ＰＩＤ）→ＰＫ
Ｉ

復旧待ち DCL02→ＣＭＦ０３
税関に事前連絡することにより、ＤＣＬ０２の事
後登録を認める。

ＤＣＬ０１ 復旧待ち ＤＣＬ０２→ＤＣＸ

ＤＣＬ０１／０２
マニュアル
マニフェスト訂正

ＤＣＸ
税関に事前連絡することにより、ＤＣＸの事後
登録を認める。

マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＣＹＢ・ＣＹＤ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＣＹＥ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＢＩＢ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち SCR→ＯＬＣ→ＢＩＡ
マニュアルマニフェスト提出
→SCR

復旧待ち ＯＬＣ→ＢＩＡ

マニュアルマニフェスト提出
→SCR→ＯＬＣ

復旧待ち ＢＩＡ

1



保税運送（海上コンテナ貨物）

ＭＦＲ

ＤＭＦ

ＰＫＩ
（ＰＫＫ）

ＯＬＣ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

ＳＥＴ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

７ページ保税運送
（自動起動前の訂正・
取消し）へ

（自動起動）

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されてい
ない場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控
を必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認さ
れた場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または
承認の取消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システ
ム復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマ
ニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマニュア
ルにより行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業
移行を行う。

ＳＥＴ

簡易書類

2



保税運送（海上コンテナ貨物：搬出入）

ＢＩＡ

NVC01
(NVC02)

ＣＹＯ

システム
内・外

（内）

（外）

ＳＡＴ

障害４

復旧待ち

【障害４の対応】
保税運送の到着確認については、システ
ム復旧後に行う。

障害５

復旧待ち

【障害５の対応】
システム復旧後に登録する。

障害６

復旧待ち

【障害６の対応】
保税運送の到着確認については、システム復旧
後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入
申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理につ
いても、全てマニュアルにより行う。このため貨物情報
は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。
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保税運送（在来貨物）

ＭＦＲ

ＤＭＦ

ＯＬＣ

５ページ保税運送
（在来貨物：搬入後
保税運送する場合）へ

ＳＣＲ

（参考）

ＳＥＴ

６ページ保税運送
（在来貨物：搬入）へ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力され
ていない場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告
控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認
された場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回ま
たは承認の取消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、シ
ステム復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
※ 輸入申告もマニュアルで行った場合は、6ページ（保税運
送（在来貨物：搬入））の対応のとおり。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ 【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告は
マニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマ
ニュアルにより行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）によ
り手作業移行を行う。

ＳＥＴ

書類 簡易
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保税運送（在来貨物：搬入後保税運送する場合）

ＯＬＣ

ＢＩＡＢＩＢ

（参考：システム外）

ＳＥＴ

ＢＯＡ

６ページ保税運送
（在来貨物：搬入）へ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されていな
い場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を
必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認された
場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または承認の
取消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム
復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ
【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュ
アルにより行い、後続の貨物管理についても、すべてマニュアルに
より行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を
行う。

ＳＥＴ

書類 簡易
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保税運送（在来貨物：搬入）

ＢＩＡ

システム
内・外

（内）

（外）

ＳＡＴ

障害７

復旧待ち

【障害７の対応】
保税運送の到着確認については、システム復旧後に行う。

障害８

復旧待ち

【障害８の対応】
保税運送の到着確認については、シ
ステム復旧後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入
申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理につ
いても、全てマニュアルにより行う。このため貨物情
報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。
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保税運送（自動起動前の訂正・取消し）

訂正・
取消し

訂正

取消し

ＯＬＣ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち 【障害１の対応】
申告控が無いため、システム復旧を待って、自動起動されるまでの間

にＯＬＣ業務により、訂正登録を行う。
ただし、貨物の国内引取を急ぐ場合は、保税運送申告及び輸入申告を
マニュアルにより行い、システム復旧後、自動起動されるまでの間にＯ
ＬＣ業務により、取消しを行う。
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保税運送（承認前の変更）

ＳＯＴ

訂正・
取消し

訂正

取消し

ＳＥＴ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、マニュアル（税関書
式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を必
要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認された
場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回を行う。

障害２

障害３

ＳＯＴ

ＰＡＭ

復旧待ち

復旧待ち 書面に切替

書面に
切替

書面に切替

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、変更前の保税運送
申告控を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されている場合は、申告控を必要部数印
刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム
復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回を行う。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復
旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュア
ルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマニュアルにより行
う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。

ＳＥＴ
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保税運送（承認後の変更）

ＳＯＴ

訂正・
取消し

ＳＥＴ訂正

取消し

ＳＥＴ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち

※運送期間延長承認申請を含む。

障害２

障害３

ＳＯＴ

ＰＡＭ

【障害１の対応】
①保税運送承認通知書が出力されていない場合は、マニュアル（税関
書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送承認通知書が出力されている場合は、保税運送承認通知
書を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
③保税運送承認通知書に承認印（訂正印）が押印され、交付される。
④保税運送承認通知書により保税運送が承認された場合は、システム
復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、訂正前の保税運送承
認通知書を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を必要
部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送承認通知書または保税運送申告控に承認印が押印され、
交付される。
④保税運送承認通知書または保税運送申告控により保税運送が承認
された場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または承認
の取消しを行う。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復旧
後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面に切替

書面に切替

復旧待ち

復旧待ち 書面に切替
【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュアル
により行い、後続の貨物管理についても、全てマニュアルにより行う。こ
のため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。

ＳＥＴ
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搬出入確認登録

システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬
出入を管理

搬出確認登録を行う。
搬出要件となる運送承認等が行われた書
面を確認しＰＡＭ業務により搬出確認登録
を行う。

搬入 通常通り
搬入年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

輸
出
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬
出入を管理

搬出確認登録を行う。
搬出年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

搬入 通常通り
搬入年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

ＮＡＣＣＳに障害が発生した場合
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搬出入確認登録

システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないことから、貨物の搬
出ができない場合がある。

通常通り

事故確認の旨又は訂正保留解除の
旨の登録を行うまでの間、後続業務
が実施できない可能性がある。

搬入 特になし 通常通り

輸
出
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないことから、貨物の搬
出ができない場合がある。

通常通り

搬入 特になし 通常通り

税関システムに障害が発生した場合
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積荷目録事前報告

障害発生前 障害発生 復旧後 備考

ＡＡＷ マニュアル事前提出 ＯＩＮ→後続業務

システム外搬入確認登録により貨物情報を作成して後続業務を実施
する。
ただし、管理資料等に反映されないことがあることから、関係者間に
おける十分な調整の必要がある。

ＡＡＷ→（ＵＤＡ） マニュアル事前提出 ＯＩＮ→後続業務

システム外搬入確認登録により貨物情報を作成して後続業務を実施
する。
ただし、管理資料等に反映されないことがあることから、関係者間に
おける十分な調整の必要がある。

ＡＡＷ→（ＵＤＡ）→ＡＤＭ

以降の手続及び貨物管
理をシステム以外の方
法により行う場合

ＡＤＭ（取消し）

書面により、輸入許可又は保税運送承認された場合。
ただし、管理資料等に反映されないことがあることから、関係者間に
おける十分な調整が必要である。

ＡＡＷ→（ＵＤＡ）→ＡＤＭ→ＡＣ
Ｈ

ＣＡＷ（削除）

ＡＡＷ→（ＵＤＡ）→ＡＤＭ→ＡＣ
Ｈ→（ＣＡＷ・ＣＡＩ）

ＣＡＷ（削除）

ＡＡＷ→（ＵＤＡ）→ＡＤＭ→ＡＣ
Ｈ→（ＣＡＷ・ＣＡＩ）→ＰＫＧ

ＣＰＫ（削除）→ＣＡＷ（削除）

税関システム障害の場合は、通常通りＮＡＣＣＳ業務を行って差し支えない。
ただし、税関において、貨物移動差止（解除）、事故確認及び訂正保留解除の登録ができない場合は、後続の手続について、

必要に応じて書面により行うこととなる。

障害発生前 障害発生 復旧後 備考

ＨＣＨ

以降の手続及び貨物管
理をシステム以外の方
法により行う場合

ＣＨＡ（削除）

書面により、輸入許可又は保税運送承認された場合。
ただし、管理資料等に反映されないことがあることから、関係者間に
おける十分な調整が必要である。

ＨＣＨ→（ＣＨＡ・ＣＡＩ） ＣＨＡ（削除）

ＨＣＨ→（ＣＨＡ・ＣＡＩ）→ＨＰＫ ＣＰＫ（削除）

ＨＣＨ→（ＣＨＡ・ＣＡＩ）→ＨＰＫ
→（ＣＨＰ・ＣＡＩ）

ＣＨＡ（削除）→ＣＰＫ（削除）

ストレート貨物

混載貨物

1



保税運送（航空貨物）

ＯＬＴ０１

ＣＥＴ

システム
内・外

５ページ（承認後の変更）へ

ＯＵＴＯＵＴ

４ページ（承認前の変更）へ

ＢＩＮＣＡＴ

障害２

復旧待ち

障害３

復旧待ち

障害４復旧待ち

障害１

復旧待ち

ＯＩＮ

書面手続

ＣＯＴ
書面に切替

書面に切替

ＰＣＨ

ＣＥＴ

ＯＵＴ

翌日に復旧
（ＭＡＮ）

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式C第４０００号）で行う。

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されてい
ない場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を
必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認され
た場合は、システム復旧後、ＣＯＴ業務により申告撤回又は承認
の取消しを行う。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システ
ム復旧後において、ＣＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。ただし、
実際に貨物を搬出した日の翌日にシステムが復旧した場合など
は、ＯＵＴ業務の搬出年月日欄には過去の日付を入力することが
できないことから、システム復旧後、ＰＣＨ（ＭＡＮ）により貨物情
報を手作業移行してマニュアル管理とする。

【障害４の対応】
復旧までお待ちください。

ＣＥＴ

当日に
復旧

（ＯＬＭ）

簡易 書類

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマ
ニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマニュアル
により行う。
このため貨物情報は、ＰＣＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。
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保税運送（航空貨物）

ＧＯＬ０１

ＣＥＴＣＥＴ

ＣＡＴ

システム
内・外

４ページ（承認前の変更）へ

障害２

復旧待ち

ＢＩＬ

ＣＬＥ

ＣＬＡ ＣＬＢ

５ページ（承認後の変更）へ

障害１

復旧待ち

ＯＩＮ

書面手続

ＰＣＨ

書面に切替

ＣＯＴ
障害３

【障害３の対応】
復旧までお待ちください。

ＢＩＮ

復旧待ち

【障害１の対応】
書面（税関書式C第４０００号）で行う。

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控
が出力されていない場合は、マニュアル（税関書
式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保
税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出す
る。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付さ
れる。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税
運送が承認された場合は、システム復旧後、ＣＯ
Ｔ業務により申告撤回又は承認の取消しを行う。

ＣＥＴ

簡易 書類

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸
入申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理
についても、全てマニュアルにより行う。このため貨
物情報は、ＰＣＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。
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保税運送（承認前の変更）

【障害４の対応】
復旧までお待ちください。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、シ
ステム復旧後、ＣＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。ただ
し、実際に貨物を搬出した日の翌日にシステムが復旧した場
合などは、ＯＵＴ業務の搬出年月日欄には過去の日付を入力
することができないことから、システム復旧後、ＰＣＨ（ＭＡＮ）
業務により貨物情報を手作業移行してマニュアル管理とする。

【障害１の対応】
保税運送申告控を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税
関へ提出する。ただし、保税運送申告控が出力されていない場
合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告
控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されていない場合は、訂正前の保
税運送申告控を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税
関へ提出する。
③保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認さ
れた場合は、システム復旧後、ＣＯＴ業務により申告撤回を行
う。

ＣＯＴ

訂正・
取消し

訂正

取消し

ＣＥＴ

復旧待ち

システム
内・外

OLT GOL

障害２

障害４

復旧待ち

復旧待ち

障害４

障害３

ＰＣＨ

ＯＩＮ

ＯＵＴ

ＣＡＴ ＢＩＮ ＢＩＬ ＯＩＮ

ＣＯＴ

書面に切替

復旧待ち

復旧待ち書面に切替

障害２

GOLOLT

復旧待ち

書面に切替

ＯＵＴ

翌日に
復旧
（ＭＡＮ）

障害１ 復旧待ち

GOLOLT

ＣＯＴ

障害１

書面に切替

ＣＥＴ

ＰＣＨ

書面に切替

（ＯＬＭ）

当日に復旧

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマ
ニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、すべてマ
ニュアルにより行い、貨物情報は、ＰＣＨ（ＭＡＮ）業務により手
作業移行を行う。
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保税運送（承認後の変更） ※運送期間延長承認申請を含む。

ＣＯＴ

訂正・
取消し

訂正

取消し

ＣＥＴ

復旧待ち

システム
内・外

OLT GOL

障害２

障害４

復旧待ち

復旧待ち

障害４

障害３

ＰＣＨ

ＯＩＮ

ＯＵＴ

ＣＡＴ ＢＩＮ ＢＩＬ ＯＩＮ

ＣＯＴ

ＰＣＨ

書面に切替

復旧待ち

復旧待ち書面に切替

障害２

GOLOLT

復旧待ち

書面に切替

ＯＵＴ

翌日に
復旧
（ＭＡＮ）

障害１ 復旧待ち

GOLOLT

ＣＯＴ

障害１

ＣＥＴ

書面に切替
書面に切替

【障害４の対応】
復旧までお待ちください。

【障害３の対応】
②保税運送承認通知書が出力されていない場合は、
保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控にて承認された場合は、システム
復旧後、ＣＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行
う。ただし、実際に貨物を搬出した日の翌日にシステ
ムが復旧した場合などは、ＯＵＴ業務の年月日欄には
過去の日付を入力することができないことから、システ
ム復旧後、ＰＣＨ（ＭＡＮ）業務により貨物情報を手作
業移行してマニュアル管理とする。

【障害１の対応】
保税運送承認通知書を必要部数印刷し、訂正内容を追
記の上、税関へ提出する。

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、保税
運送承認通知書を必要部数印刷し、訂正内容を追記
の上、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運
送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送承認通知書又は保税運送申告控により保
税運送が承認された場合は、システム復旧後、ＣＯＴ
業務により承認の取消しを行う。

ＣＥＴ
ＣＥＴ

（ＯＬＭ）

当日に復旧 【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入
申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理につい
ても、すべてマニュアルにより行い、貨物情報は、ＰＣＨ
（ＭＡＮ）業務により手作業移行を行う。
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搬出入確認登録

システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬出
入を管理

貨物情報を手作業
移行する。

実際に貨物を搬出した日の翌日にシステ
ムが復旧した場合は、ＯＵＴ業務の搬出年
月日欄には過去の日付を入力することが
できないことから、システム復旧後にＰＣＨ
（ＭＡＮ）業務により貨物情報を削除してマ
ニュアル管理とする。

搬入 通常通り
搬入開始・搬入終了の年月日及び時刻に
ついては、システム復旧後に通常通り入力
する。

輸
出
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬出
入を管理

貨物情報を手作業
移行する。

翌日にシステム復旧した場合は、管理資
料の搬出年月日を訂正する必要がある。

搬入 通常通り
搬入開始・搬入終了の年月日及び時刻に
ついては、システム復旧後に通常通り入力
する。

ＮＡＣＣＳに障害が発生した場合
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搬出入確認登録

システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないため、貨物の搬出が
できない場合がある。

通常通り

事故確認の旨又は訂正保留解除の
旨の登録を行うまでの間、後続業務
が実施できない可能性がある。

搬入 特になし 通常通り

輸
出
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないため、貨物の搬出が
できない場合がある。

通常通り

搬入 特になし 通常通り

税関システムに障害が発生した場合
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船舶の入出港手続

ＶＢＸ

ＶＴＸ01～04

ＶＰＸ ＷＰＴ

ＶＩＸ（ＷＩＴ）

ＶＯＸ（ＷOT）

【障害２の対応】
①船舶の入出港手続について、システムにより行えない場合は、すべての
手続について、書面で行う。
②システム復旧後、船会社等は、税関宛ての報告については税関の指示に
よりＮＡＣＣＳシステムの「入港前統一申請」業務（業務コード：ＶＰＸまたはＶ
ＰＴ）により、税関宛てに登録を行う。

３ページ（とん税の納付手続）へ

障害１ 【障害１の対応】
①提出期限が定められているＶＰＸ、ＶＰＴ業務に係る手続は、マ
ニュアルとなる。

復旧待ち

障害２

1



とん税の納付手続

ＴＰＣ

直納
（MPN）

専用口座直納＆MPN

口座

専用

オンラインリアルタイム

障害１

復旧待ち
（納付）

ＶＳＲ ＲＯＷ（直納の場合）ＲＣＣ

障害２

（口座積増） （口座積増）

【障害１の対応】
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び
通関士印（自社申告の場合は輸入者印）を押
印し、税関へ提出する。
②マニュアルの納付書を作成し、（システム納
付書又は納付番号通知情報）を添付の上、税
関に申し出た上で、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印
が押印され、交付される。
④後続の処理は、すべてマニュアルとなる。

【障害２の対応】
口座に対し積増しを行った場合は、下の手続きを行うこ

となくシステム復旧まで待機する。
①申告控を必要部数印刷し、通関業者印及び通関士印
（自社申告の場合は輸入者印）を押印の上、税関へ提出
する
②マニュアルの納付書により、関税等の納付を行う。
③申告控（許可・承認用）に許可印又は承認印が押印さ
れ、交付される。
④後続の処理は、全てマニュアルとなる。

（納付前）

（口座残高不足）

（口座残高不足）

復旧待ち

※即納の場合
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航空機の入出港手続

システム障害時は、マニュアルにより入港届、出港届を提出し、システム復旧後、
税関においてシステムに登録する。
（通常のマニュアル処理と同様のため、フロー省略）
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